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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社の企業理念である「生命が長い時間をかけて獲得した遺伝子の力を借りて画期的な遺伝子医薬を開発・実用化し、人々の健康と希望にあ
ふれた暮らしの実現に貢献します。」に基づき、上場企業として社会的使命と責任を果たし、業務の適正確保及び企業価値の維持と創造を図り、
コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを基本的な考え方としております。

　当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と
執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできる体制を整備することを重視してお
ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社では、全ての基本原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。

＜原則1-4：政策保有株式＞

　当社は資本業務提携などにより中長期的に当社の企業価値向上に資すると認められる最小限の上場株式を保有していますが、それらに該当し
ない政策保有株式は原則として保有しない方針としております。保有の適否については毎年取締役会で検証し、保有が適切でないと判断される
事態が発生した際は所定の手続を行い売却する方針です。また、議決権の行使にあたっては、株主としての当社の企業価値向上に寄与するかど
うかを総合的に判断し適切に行使いたします。

＜原則1-7：関連当事者間の取引＞

　当社は、役員等による関連当事者間の取引については、取締役会での承認を必要としております。また、「リスク管理・コンプライアンス規程」に
より、一定金額以上の関連当事者間取引については取締役会の前に利益相反取引検証委員会で検証を行うこととしております。

＜原則2-6：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮＞

　当社は企業年金制度を導入しておりません。

＜原則3-1：情報開示の充実＞

1．会社の経営理念、経営戦略及び経営計画

　当社は経営理念、長期ビジョン及び経営計画を、当社ウェブサイト等において開示しています。

　経営理念、長期ビジョン：

　 https://www.anges.co.jp/company/philosophy.php

　経営計画（決算説明会資料等）：

　 https://www.anges.co.jp/ir/ir_event/presentation.php

2．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び

資本構成、企業属性その他の基本情報」の1.に記載のとおりです。また、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由については、 本

報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の3.に記載のとおりです。

3．取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

　当社の取締役報酬額の決定方針は、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン

ス体制の状況」の1.に記載のとおりです。

4．取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き

　経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっては、性別・年齢および国籍の区別なく、それぞれの人格、識見、能力等を十
分考慮のうえ、その職務と責任を全うできる適任者を選任・指名する方針としています。また、選任時に適任と判断した資質が認められない場合
や、職務懈怠により著しく企業価値を毀損させた場合、公序良俗に反する行為を行った場合等は、解任を検討いたします。これらに基づき検討し
たうえで、取締役会で経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を決議します。

5．取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　代表取締役山田英は、2002年9月に代表取締役社長に就任以降、当社グループの最高責任者として、経営戦略の決定、研究開発、事業開発及
び管理業務を統括し、当社グループの経営目標を着実に遂行する上で必要な経験・知見、強いリーダーシップ力を有していることから、引き続き取
締役候補として選任しております。また、社外取締役、及び監査役（全員が社外監査役）を候補者として選任した理由につきましては、本報告書の
「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の1.に記載のとおりです。



＜補充原則4-1(1)：経営陣に対する委任の範囲＞

　取締役会は、法令および定款で定められた事項、株主総会の決議により授権された事項、業務執行に関する重要事項を審議・決定するととも
に、業務執行の状況を監督しています。経営陣である執行役員は、取締役会が定めた職務分掌に従って業務執行を行っています。

＜原則4-9：社外取締役となる者の独立性判断基準及び資質＞

　会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に従い、独立性が確保されており一般株主と利益相反が生じる立
場にはない者を適任者と判断し、独立社外取締役として選任しています。

＜補充原則4-11(1)：取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続＞

　当社の取締役会は、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、当社の事業の性質に適した経験、かつ高度な能力を持った取締役で構成
され、また経営環境に適したバランスと多様性をもって機動的に機能できる規模であることが必要であると考えます。監査役についても、取締役会
に出席し必要に応じて意見を述べる義務があることから、取締役と同様、多様かつ高度な能力が必要であると考えます。

＜補充原則4-11(2)：社外役員の兼任状況＞

　当社の取締役の重要な兼任の状況は、毎年の定時株主総会招集ご通知に記載しております。
（https://www.anges.co.jp/ir/ir_event/meeting.php）また、当社の各監査役には、いずれも重要な兼任状況はありません。

＜補充原則4-11(3)：取締役会の実効性に関する分析・評価の概要＞

　当社は、現時点では取締役会の定期的な分析・評価は実施しておりません。今後は定期的な分析・評価を行っていくことを検討しており、実施し
た際にはその結果の概要をお知らせする予定です。

＜補充原則4-14(2)：取締役・監査役に対するトレーニングの方針＞

　当社では、取締役・監査役に他の企業又は団体での役員の経験があり、就任時点で十分な経験と能力を保有しているものと判断される場合以
外は、必要に応じて各種外部研修を受講することと致しております。今後、新任取締役・監査役が就任した場合におきましても、法令上の権限及び
義務等に関する研修や、より高いレベルのリーダーシップ力を開発する研修を、必要に応じて外部研修機関も活用して実施してまいります。

＜原則5-1：株主との建設的な対話に関する方針＞

　当社は株主との建設的な対話を促進するため、以下の取組みを推進し、また今後も継続的に体制・活動の改善を図ってまいります。

　・IR活動については社長室が担い、専任担当者を設置しており、社内の必要な部署と連携し適切な対応と的確な情報の提供に努めます。

　・個別面談については合理的な範囲で代表取締役社長が適宜対応しております。個別面談以外にも決算説明会やスモールミーティング等の開
催を通じ積極的に対話を実施しており、また、当社は個人株主の保有比率が高く、個人株主の質問等を通じて当社事業内容の不明点や意見等を
聴聞することが重要であるとの考えのもと、WEBにより株主説明会を年2回（東京1回、大阪1回）開催しております。

　・対話で得られた意見等は定期的に経営陣に報告を行っています。

　・株主との対話に際しては、情報管理に十分に留意し、適切な情報開示に努めています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

MLPFS CUSTODY ACCOUNT 6,610,215 4.96

MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT 2,738,938 2.05

塩野義製薬株式会社 1,186,800 0.89

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.381572 752,100 0.56

森下竜一 691,600 0.51

株式会社日本カストディ銀行（信託口７） 483,600 0.36

野村證券株式会社 467,719 0.35

株式会社SBI証券 376,510 0.28

曲渕直喜 330,000 0.24

J.P.Morgan Securities plc Director Andrew J. Cox 290,179 0.21

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 12 月



業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

栄木　憲和 他の会社の出身者

駒村　純一 他の会社の出身者 △

原　　誠 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

栄木　憲和 ○ 特記すべき事項はありません。
製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を当
社の経営に活かしていただくため、適任と判断
し選任しております。

駒村　純一 ○

同氏は森下仁丹株式会社の代表取締役
社長を歴任し2019年6月に退任しました。
当社は同社の製品を当社株主優待の取
扱商品の一部としております。

企業経営者としての豊富な経験・知見を当社の
経営に活かしていただくため、適任と判断し選
任しております。

原　　誠 ○

同氏は大日本住友製薬株式会社の取締
役を歴任し2016年6月に退任しました。当
社は同社からHGF遺伝子を治療薬に用い
るための基本特許の譲渡を受けており、
その対価として売上高に応じたロイヤリ
ティを支払っております。

製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を当
社の経営に活かしていただくため、適任と判断
し選任しております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役と会計監査人である監査法人トーマツとの間で、随時、監査体制・監査方針・監査実施状況に関して、協議・連携の機会を設けておりま
す。

　また、監査役と内部監査担当との間で、毎月一回、内部監査実施状況に関して、協議・連携の機会を設けております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

堀越　克則 他の会社の出身者

小野　尚之 他の会社の出身者

安藤　公一 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

堀越　克則 ○ 特記すべき事項はありません。

製薬業界における豊富な経験及び幅広い見識
を有しており、また、製薬会社における常勤監
査役としての経験もあることから、経営全般の
監視と有効な助言を期待し、適任であると判断
し選任しております。



小野　尚之 ○ 特記すべき事項はありません。

製薬業界における豊富な経験及び幅広い知見
を有しており、他業界での内部監査部門長や
社外取締役監査等委員の経験もあることから、
経営全般の監視と有効な助言を期待し、当社
の社外監査役に適任であると総合的に判断し
選任しております。

安藤　公一 ○ 特記すべき事項はありません。
製薬業界における豊富な経験・知見を有してお
り、当社の社外監査役としての職務を適切に遂
行いただけるものと判断し選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　コーポレート・ガバナンスの実行性及び独立性確保の観点において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく適任と判断したため、選定して
おります。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。2006
年以降は新規付与を見合わせておりましたが、2018年4月23日に取締役向け株式報酬型ストックオプション（第32回新株予約権）の発行を決議し、
取締役5名に対して合計480個を2018年5月10日に割り当てました。また、2019年4月22日に取締役向け株式報酬型ストックオプション（第34回新株
予約権）の発行を決議し、取締役4名に対して合計320個を2019年5月15日に割り当てました。また2020年4月27日に従業員向け株式報酬型ストッ
クオプション（第39回新株予約権）の発行を決議し、従業員3名に対して350個を2020年5月20日に割り当てました。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。2011
年以降新規の付与を見合わせておりましたが、2017年6月26日に従業員向け株式報酬型ストックオプション（第30回新株予約権）の発行を決議し、
従業員46名に対して合計4,007個を2017年8月4日に割り当てました。また、2019年4月22日に従業員向け株式報酬型ストックオプション（第35回新
株予約権及び第36回新株予約権）の発行を決議し、前者は従業員6名に対して合計665個を、後者は従業員30名に対して合計830個を、2019年5
月15日に割り当てました。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

全取締役の総額を開示しております。2020年度の役員報酬は以下のとおりです。

・取締役の年間報酬総額 6名 76,232 千円　（基本報酬 69,477 千円、ストック・オプション 6,755 千円）

・監査役の年間報酬総額 3名 26,656 千円　（基本報酬のみ）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済状況、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議によ
り決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。

　なお、1999年12月17日開催の設立総会での決議により、取締役の報酬は年額200百万円以内、監査役の報酬は年額60百万円以内としておりま
す。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　毎回の取締役会開催にあたっては、当該決議・報告にかかる資料等を事前に配布のうえ、必要に応じて内容を説明しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）社外取締役に関する事項

　全取締役4名中3名の社外取締役が選任されており、社外取締役は、当社における経営監督機能の強化を担っております。

（２）業務執行

　取締役会は原則月1回開催し、代表取締役社長がその議長を務め、会社の重要な業務執行に関する決定を行うとともに、取締役の職務執行を
監督しており、取締役の任期については定款で1年と規定しております。また、業務執行に関する重要事項に係る意思決定を機動的に行うため
に、書面による取締役会を適宜実施しております。

さらに、執行役員制度を導入し、取締役会において選任された執行役員が一定の責任と権限のもと執行業務を担っており、社内取締役及び執行
役員が出席する執行役員会を原則毎週１回開催することで迅速な業務執行を行っております。

（３）監査

　監査役は3名全員が社外監査役で構成されており、うち1名は常勤監査役であります。監査役会は原則月1回開催し、監査に関する重要な事項
について協議と決議を行うとともに、全監査役は取締役会に出席し、取締役による経営判断の適法性・妥当性を確認しております。また、監査役
会は、会計監査人及び内部監査担当と連携をとり監査機能を強化しております。業務執行の監査にあたっては、取締役及び各組織が実施する業
務の適法性・妥当性を確保するために、常勤監査役及び内部監査担当が必要に応じて職務の執行状況の監査を実施し、代表取締役社長との意
見交換を通じて、必要な措置を講じる体制を構築しております。

（４）会計監査

　当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。2019
年度において、業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

　・業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数

　　　指定有限責任社員 業務執行社員：髙木 政秋 6年

　　　指定有限責任社員 業務執行社員：中川 満美 2年

　・監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士 3名、その他 3名

（５）指名

　代表取締役社長が株主総会に推薦する候補者を取締役会に提案し、取締役会において決定しております。

（６）報酬決定

　取締役の役位、職責などを勘案し、株主総会が決定した報酬の範囲内において取締役会にて決定しております。

（７）責任限定契約

　当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項並びに当社定款第29条及び第38条の規定に基づき、同法第423条第1項
の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。

　当社の企業規模、業態を勘案しますと、現状の監査役制度の下、社外取締役及び社外監査役による経営への監督機能を確保しつつ、業務執行
の効率化を図ることが、当社においてより実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築できるものと判断し、現状の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
招集通知は法定期限より早く発送しております。

また、第22期定時株主総会の招集ご通知につきましては事前に情報提供を行うことを目
的として、発送日よりも早期に当社ウェブサイト等に掲載をいたしました。

電磁的方法による議決権の行使
電磁的方法による議決権の行使を取り入れ、より多くの株主様からの意見を反映するよう
に努めております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家の議決権行使環境の向上に努め
ております。

招集通知（要約）の英文での提供 議決権電子行使プラットフォームにおいて提供しております。

その他 定時株主総会の開催に引き続き、株主向けの会社説明会を開催しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
証券会社等主催の個人投資家向けセミナーに年数回適宜参加しております。
また、会社主催の株主説明会を年に２回（東京と大阪で各１回）開催しておりま
す。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年に２回（第２四半期決算及び期末決算）、代表取締役社長が出席する決算
説明会を開催しております。また、適宜スモールミーティングの開催や、証券会
社主催の説明会に参加しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 海外投資家訪問等を適宜実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載

決定事実・発生事実に関する適時開示資料、決算短信、有価証券報告書、四
半期報告書、株主通信、株主総会招集ご通知及び決議通知、知的財産報告
書、決算説明会のプレゼンテーション等を掲載しております。
https://www.anges.co.jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置
社長室にIR担当者を設置し、機関投資家・個人投資家の問い合わせに対応し
ております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

社内規程として、アンジェスグループ企業理念・行動指針・行動規範を制定し、ステークホ
ルダーの立場を尊重するための行動指針を定めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、取締役会の決議に基づく内部統制システム整備の基本方針を次のとおり定めており、本基本方針に則りリスク管理体制を含めた内部
統制システムの整備に努めております。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　(a) 当社は「アンジェスグループ企業理念・行動指針・行動規範」を制定し、コンプライアンスの実効性が高められるよう、当社及び子会社の取締

役及び使用人に周知・徹底し、必要な教育・研修の機会を提供します。

　(b) 当社は代表取締役を委員長とする「リスク管理・コンプライアンス委員会」を設置し、「リスク管理・コンプライアンス規程」に基づき、当社及び

子会社のコンプライアンスの状況について確認を行い、取締役会への報告を行います。

　(c) コンプライアンス違反を早期に発見し、是正することを目的とする社内通報体制として内部通報制度を設け、「リスク管理・コンプライアンス規

程」に基づき通報者の保護を確保した通報体制を整備します。

　(d) 「インサイダー取引防止規程」に基づき、取締役、監査役又は使用人がその職務に関して取得した内部情報の管理、取締役、監査役又は使

用人の株式等の売買、その他の取引の規制及び取締役、監査役又は使用人の服務に際し遵守すべき基本的事項を定め、インサイダー取引防止
に努めます。この内容は子会社へも適用します。

　(e) 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行います。

　(f) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当要求がなされた場合には、管理部門を対応部署とし、

警察等の外部専門機関と緊密に連携のうえ対応します。

　(g) 業務執行組織から独立した内部監査担当を設置し、「内部監査規程」に基づき、子会社及び下記の体制を含めた全ての業務を対象に、リス

ク評価に基づく監査計画を取締役会の承認の下に策定・実行し、監査結果を取締役会へ報告して改善を図ります。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　(a) 取締役及び使用人の職務執行に係る情報の保存、管理等に関する規程を、「文書保存管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」として定め、

これらに基づき、当該情報が記載又は記録された文書、媒体等の保存及び管理を適切かつ確実に行うものとします。

　(b) 個人情報については、個人情報保護法、マイナンバー法等の関係法令その他社会的規範を遵守し、「個人情報取扱規程」及び「個人番号を

含む特定個人情報取扱規程」に基づき情報資産を適切に保護管理します。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　(a) 「リスク管理・コンプライアンス規程」に基づき、リスク管理・コンプライアンス委員会において、事業継続に重大な影響を及ぼすリスクを評価

し、対応すべきリスクを選定するとともに、「事業継続計画（BCP）」を定めて想定されるリスクに応じた有事に備え、有事が発生した場合には迅速
かつ適切に対応します。

　(b) 取締役及び使用人に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施します。

　(c) 取締役会は、毎年、リスク管理体制について見直しを行います。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(a) 定例の取締役会を原則毎月１回開催し、経営上の重要な項目について意思決定するとともに、業務執行の状況を監督します。

　(b) 執行役員制度により、取締役による効率的な職務執行を補佐し、迅速かつ適切な経営に取り組みます。

　(c) 「組織規程」において、職務執行に関する権限及び責任の範囲を業務分掌表に定めて業務を効率的に遂行するとともに、会社の意思決定方

法を職務権限一覧表に定めて重要性に応じた意思決定を行います。

　(d) 取締役会は中期経営計画を策定し、これに基づく主要経営目標の設定及びその進捗についての定期的な検証を行うとともに、年度ごとの部

門別目標を設定し、実績を管理します。

（５）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　(a) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　イ） 当社及び子会社それぞれにリスク管理・コンプライアンス管理機能を設け、連携して情報収集及び管理を行うものとします。

　　ロ） 当社及び子会社において、取締役及び使用人に対するコンプライアンス教育・研修を継続的に実施します。

　　ハ） 当社及び子会社の業務執行は、各社における社内規程に従って実施し、社内規程は随時見直しを行います。

　(b) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　当社は、子会社管理統括部門を設置し、「関係会社管理規程」その他関連規程により子会社の管理方法を明確にするとともに、関係部門と連
携して子会社の管理を行います。子会社の組織及び業務執行体制につき定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよ
う監督します。

　　また、子会社における意思決定について、子会社の各種関連規程に基づき業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業
務執行が行われるよう指導を行います。

子会社の取締役及び使用人は、子会社の内部統制システムの整備及び運用の状況を、定期的に当社へ報告することとします。

　(c) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　イ） 子会社にリスク管理及びコンプライアンス管理に関する規程を整備させ、想定されるリスクに備えるとともに、有事が発生した場合には、当

該規程に従い迅速かつ適切に対応します。

　　ロ） 子会社の取締役及び使用人に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施します。

　(d) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　子会社に対して、当社の承認を必要とする事項と報告事項を明確に定めさせるとともに、職務執行及び事業状況を定期的に報告させます。

（６）監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

　(a) 監査役より、監査役の業務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査役と協議のうえ、合理的な範囲で補助使用人を配置します。

　(b) 補助使用人の任命、異動、評価、処分にあたっては監査役の事前の同意を得ることとし、本職務の遂行にあたっては、取締役の指揮命令は

受けないものとすることにより、取締役からの独立性を確保します。

　(c) 補助使用人は、監査役に専属することとし、他の業務を一切兼務させないことにより、監査役の補助使用人に対する指示の実効性を確保し

ます。

（７）監査役への報告に関する体制

　(a) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制



　　取締役及び使用人は、当社における経営上の重要事項並びに法令・定款等に違反する行為、会社に著しい損害を及ぼす事実及びそれらの事
実が発生する懸念について、監査役に対して適時適切に報告を行います。また、監査役はその職務の遂行上、必要と判断した事項に関し、必要
に応じて、取締役及び使用人に対して報告及び資料の提供を求めることができる体制を整えます。

　(b) 子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制

　　子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、子会社における経営上の重要事項並びに法令・定款等に違反する行為、
子会社に著しい損害を及ぼす事実及びそれらの事実が発生する懸念について、直ちに当社の子会社管理統括部門に報告することとし、当該管理
統括部門は当該報告のうち当社の代表取締役と監査役との協議により決定した事項については監査役に報告します。

　(c) 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制　　　

　　監査役は、取締役又は使用人から得た情報について第三者に報告する義務を負いません。また、監査役は、報告をした使用人の人事評価及
び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができるものとします。

（８）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等
が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じます。

（９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　(a) 監査役が社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保しま

す。

　(b) 取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査等の監査役の活動が円滑

に行われるよう、監査環境の整備に協力します。

　(c) 監査役は、監査の実施に当たり必要と認める場合には、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができるものとします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、毅然とした対応を徹底することを基本的な考え方とし、
「内部統制システムの整備に関する基本方針」及び前述の「アンジェスグループ企業理念・行動指針・行動規範」においてこれを定め、取締役及び
使用人により周知徹底するとともに、必要に応じて教育・研修を行います。

　また、管理部を対応統轄部門とし、必要な情報を収集するとともに、反社会的勢力から接触を受けた場合には、警察当局等の外部専門機関と連
携し、対処します。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　2007年3月30日の当社定時株主総会において導入した「大規模買付行為についての対応方針（買収防衛策）」（以下「買収防衛策」）に関しては、
例年その継続の手続を定時株主総会において行ってきましたが、2012年2月20日開催の取締役会において、買収防衛策を継続せずに、廃止とす
ることを決議いたしました。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

（１）適時開示に関する基本方針

　当社は、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの重要な柱と位置付けており、法令等に基づく開示や会社説明会
の開催、機関投資家やアナリストとの個別ミーティングの実施等により、当社及び当社グループの現状のみならず今後の事業戦略について、迅速
かつ正確なディスクロージャーの充実に努めており、東京証券取引所が定める適時開示規則を遵守し適時開示を行うことはもとより、適時開示規
則に該当しない情報につきましても、株主・投資家の皆様に有用と判断される情報につきましては、ニュースリリースを行い、併せて当社ホーム
ページにおいて開示いたします。

（２）適時開示に係る社内体制について

　(a)適時開示に係る社内管理体制

　　当社では社長室内に専任者を置き、適時開示を含む当社の適時開示に係る業務を一括して実施しております。情報の開示にあたっては、必
要に応じて弁護士、公認会計士、証券代行会社といった社外専門家に情報開示の内容、手順について確認をとり、アドバイスを受けております。

　また、インサイダー取引防止規程に基づき、全役職員に当社株式売買時の事前届出を義務付け、必要な場合は売買の中止を求めることによっ
て、インサイダー取引を防止する体制をとるとともに、社内研修により周知徹底を行っております。

　(b)決算等に関する情報

　　取締役会による承認を経て、開示手続を行っております。

　(c)決定事実又は発生事実に関する情報

　　決定事実又は発生事実が生じた場合には、内部情報管理を徹底するとともに、代表取締役社長による承認又は取締役会の承認を得て、開示
手続を行っております。

　(d)適時開示体制のモニタリング体制

　　当社監査役は、取締役会等の重要な会議への出席の他、取締役等からの報告・聴取、重要書類の閲覧等の方法を通じ、適時開示体制に関す
る監査を実施しております。
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